
本県観光のＶ字回復の先を見据えた観光振興と交流拡大による、
将来にわたる地域活力の創出に向け、

山口県の「アウトドアツーリズム」を象徴する、

本県の豊かな自然を活かした
山口ならではの「特別な体験コンテンツ」を開発する

観光関係団体や事業者の取組に対し、その経費の一部を補助します。

山口ならではの特別な体験創出支援事業
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山口
ならではの

補助対象経費一例

（一社）山口県観光連盟 事業の詳細の確認・申請書類のダウンロードはサイトから

https://yamaguchi-tokubetsutaiken.jp

概要については裏面をcheck

工事請負費 備品購入費 消耗品費 委託・外注費 使用料

金金



期間

083-976-5477

山口ならではの特別な体験創出支援事業

補助対象事業

山口県の「アウトドアツーリズム」を象徴する、本県の豊かな自然を活かした

山口ならではの「特別な体験コンテンツ」の開発に向けた事業

補助対象

観光関係団体（DMO・観光協会等）

民間事業者（企業・公益法人・NPO法人等）

補助対象経費

申請期間

事業計画期間

12時
まで

工事に要する経費、設計費

機械、器具等の購入経費（購入金額の単価が３万円以上（消費税込み））

事務用品や原材料費の購入費（購入金額の単価が３万円未満（消費税込み））

委託・外注に要する経費

機材等のリース料・レンタル料（開発期間内の使用料のみ）

事業実施のために必要と観光連盟が認めた経費（別途協議の上決定）

※その他、対象外(消費税等)となる経費があります。詳細はサイト掲載の公募要領をご確認ください。

工事請負費

備品購入費

消耗品費

委託・外注費

使用料

その他

（一社）山口県観光連盟

▶9:30～17:30（土日祝、年末年始（12月29日～1月3日）を除く

〒754-0043 山口県山口市小郡明治2-10-1 SMIlE新山口ビル5階

E-MAIL yamaguchi-contents＠bsec.jp

▶事業の詳細の確認・申請書類のダウンロードは上記のサイトからお願いします。

https://yamaguchi-tokubetsutaiken.jp

委託元：（一社）山口県観光連盟

補助率

補助上限額

補助下限額

補助対象経費の 以内

アウトドアツーリズムとは？

❶観光トレンド(ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙﾂｰﾘｽﾞﾑ、自然志向)を的確に捉え

❷本県の強みである「自然」のポテンシャルを活かした

❸アウトドアに着目した山口ならではの新たなツーリズム

特別な体験コンテンツとは？

❶本県誘客及び観光消費拡大の起爆剤となる

❷独創的で

❸ハード整備を伴う付加価値の高い観光コンテンツ

申請先・問い合わせ先

山口ならではの特別な体験創出支援事務局

１億円

２千万円

※応募状況等によっては当該補助率を下回ることがあります。

補助率等

３/４

※令和５年度内に事業完了する場合、令和６年３月末日までに完了すること

交付決定日
（令和５年８月下旬予定）

T E L

U R L

郵送先

▶電子メールでの申請は、送信後、事務局宛に電話連絡にて受信確認をお願いします

▶事業計画書の記入もれや添付資料のもれ等の不備が

あった場合は、審査対象外となる場合があります。ま

た、受理日後の書類の差し替え、訂正等には応じられ

ません。

▶提出された申請書類等は返却しません。必ず複製、保

管をお願いします。

▶提出された申請書類等の内容に関して、事務局より電

話やメール等で問合せ、追加資料の提出を求める場合

があります。その場合は、書類（様式任意）により、

メール等にて速やかに回答をお願いします。

申請上の注意

令和7年3月

令和5年5月19日

金

令和5年6月30日

別途指定
する日まで

金


